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　中国の環境問題に直面し、その対処を考えると、現実への対症と将来の影響に対する予防のバラ
ンスをとることが大変に難しいと思います。即効薬と予防薬がお互いに副作用をおこさないような
様々な観点が求められています。
　これからは、わが国の国際協力も、わが国の経験の伝え方に高度な配慮と産官学さらに地方自治
体、NPO、コミュニティなど様々な視点を組み合わせることがわが国にとっても、協力先の国にとっ
ても、そして世界にとっても必要となります。
　今回の研究会では、いずれもわが国の地域の経験を国際協力に活かすスキームにヒントを与えま
す。国際協力の効果が多様に発揮できるよう、地域社会の息づかいを受けとめる経験あるいは地域
社会のコンセンサスづくりの工夫、配慮を加えた新たなタイプの国際的環境対策を目指して、従来
の国際協力の主体に地方自治体を加えるなどの試みが報告されました。

地域の経験を世界の環境対策に活かす

日高 伸 ・ 野中 譲 ・ 毛利邦彦 ・ 大澤正治



*埼玉県農林総合研究センター生産環境担当 室長。東京農工大学大学院修了、農学博士。主な研究分野は環境保全型農業関連技術
開発（土壌肥料、土壌保全、水質保全）。日本土壌肥料学会賞（1994年）受賞、日本土壌肥料学会理事、評議員、日本環境学会常
任委員、全国土壌保全協議会副会長。特許願：イオウ・腐植酸を主成分とした土壌改良資材のアルカリ土壌改良法、溶液栽培排水
の水質浄化方法及びその装置。主な著作に、農林水産省生産局農産振興課監修『土壌改良と資材』（共著、2003）、『土壌環境分析法』
（共著、博友社、1997）。
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　埼玉県は、1973年以来、農業、環境、教育、
医療など様々な分野で中国山西省と長い付き合い
をしています。農業関係者だけでもこの20年間
に山西省農業科学院から100名以上が来日してお
ります。
　山西省の主な農作物はともろこし、小麦、ヒマ
ワリ、綿、その他の雑穀が多く栽培されています。
山西省の面積は、埼玉県の県土面積の約41倍も
あります。石炭、鉄鋼などの資源に恵まれていま
すが、降雨が少なく、大気汚染、水質汚濁という
大きな公害問題を抱えています。大気汚染はかな
り改善されてきましたが、1997年頃には、マス
クを手放せない経験もしました。
　そして、もう一つの大きな課題に農地の退化が
あります。その一つが、土壌のアルカリ化現象で
す。北部の広大な土地はアルカリ化が進み不毛の
地となり、近年、その面積が拡大しています。ア
ルカリ土壌の特徴として、炭酸ナトリウム塩、炭
酸カルシウム塩が土壌表面に集積し、春から初夏
にかけては雪が積もったように一面が白くなりま
す。ちなみにアルカリ土壌の面積は山西省に30

万 ha、中国全土には1000万 ha以上にも及びます。
土壌の pHが９と高く、表層の土壌はアスファル
トのように硬く、ひどいところには草も生えませ
ん。このようなやせた土地に展開する農業・農
村・農民の問題が三農問題と言われております。
農民はいつまでも貧困から開放されず経済が発展
する中国社会に取り残され、農民の都市への流出、
都市と農村の貧富の格差を生み出す大きな社会問

題になっています。
　資料によれば、山西省を含む黄河流域には300

万 haの未耕地があります。もちろん土壌の肥沃
度が極端に悪く、また水源も少ない土地です。地
球上に残された広大で不良な土地を改良し、そこ
から農作物を収穫することができるなら、21世
紀の食糧基地として、世界の食糧問題、環境問題、
人口問題に大きく貢献できると思われます。この
ような背景から私たちは技術協力を始めました。
　1997年に３ヶ月間、現地に滞在し、その経験
から土壌改良材の製造に挑戦しました。DS-1997

と名づけ、少しずつ山西省へ送り、様々な栽培実
験を繰り返しました。その結果、おどろくほどそ
の効果が明らかになりました。
　その後、埼玉県と山西省との国際協力事業に発
展し、2000年から３年間は JICA事業となりまし
た。埼玉県は、農業技術支援事業の一環として、
長期・短期専門家の派遣を行いました。私も
2001年に１年間派遣されました。そのほか、山
西省から、多くの高官、専門家を受け入れました。
４年目から２ヵ年は、草の根技術協力事業として
フォローアップを目的とする埼玉県独自の事業を
継続し、2005年３月に終了しました。
　この間、車両、ショベルカー、トラクターの大
型機材から小さな土壌分析機器まで様々な機材を
供与し、山西省農業科学院土壌肥料研究所との共
同研究を進めました。
　現地では、大同市、朔州市、大同県、天鎮県、
陽高県、渾源県、応県、山陰県に試験地を設けて、

中国のアルカリ土壌改良への技術協力──埼玉県職員の挑戦──

日高 伸*〈アルカリ土壌改良推進ネットワ－ク代表〉
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様々な試験を行いました。私達の拠点である太原
市から試験地全てを周ると、約1500kmに及びま
す。
　アルカリ土壌を改良する資材として、最初に目
をつけたのが、脱硫石膏の利用です。日本の環境
省、通産省等が太原市の火力発電所に脱硫装置を
設置することに対して支援していましたが、脱硫
後の廃石膏の利用について課題をかかえていまし
た。そこで、脱硫石膏が私たちの土壌改良資材と
してのニーズと合致しました。脱硫石膏を使用す
ると、硬い土壌が膨軟となり土壌の物理性を改善
できます。また、脱硫石膏に含まれる様々な成分
が作物に有効に作用し、効果が非常に高いことが
わかりました。ただし、脱硫石膏の施用量は１ha

あたり20～30t必要で多量に施用しないと効果が
なく、需要地まで運ぶにはコスト高になります。
需要地に近い大同市の火力発電所にも脱硫装置が
設置される予定ですが、現在、脱硫石膏は農業利
用としてではなく、建築資材への転用が進んでい
ます。
　一方、私たちの土壌改良材 DS-1997は、特に作
物生育の改善に効果が高く、施用量は脱硫石膏の
1/10ですむことがわかりました。１haあたりの
施用量は２tです。これは、通常の日本における
施用量と同程度です。
　2001年には、大々的に現地の行政担当者と農
家の人々に呼びかけ、セミナーを開催しました。
しかし、つらい体験もしました。2001年は春か
ら旱魃がつづき、調査に協力された農家の方が発
芽不良を悲観して農薬自殺という悲しい出来事に
直面しました。一本の鍬とロバで毎日、アルカリ
土壌と格闘し、わずかな収量を得て生活している
貧困農民層の生活の厳しさを実感した次第です。
　私は土壌肥料の専門家として、様々な試験・調
査を繰り返し土壌改良材の施用効果、効果のメカ
ニズムを解析しました。しかし、農民と一緒になっ
て研究し、農民がその成果を理解し、次に自分達
が新しい技術を実行するという、即ち研究成果を

農民に伝えることの難しさを実感しました。研究
成果が農民にスムーズに伝わらないというお国事
情があります。
　2005年から、山西省農業庁では、DS国産１号
の製造を土壌肥料研究所に委託して、各地で施用
効果及び残効効果を確認しつつ、土壌改良資材の
普及展開を図ろうとしています。DSは、中国国
内でも原料を集めて製造することができます。成
分の一つである有機物には、山西省の各農村で作
られる酢の絞り粕、キノコ栽培の廃床などを利用
した試みが始まっています。私たちの山西省での
技術協力が中国自身による土壌改良研究に対して
インセンティブを与えました。研究設備も整い、
日中合作土壌改良材「DS-1997国産一号」はその
証しです。
　ところで、中国の農村では、貧しい農民の生活
向上と生産環境の改善を両立させなければなりま
せん。その両立のためには、様々な支援が必要と
されています。埼玉県が現地で確立した土壌改良
材技術の成果が実際に中国のアルカリ土壌の改良
として役立つには、その成果と技術を受け入れる
農民に対して、貧困対策と研究成果の普及という
二つの局面からの支援が必要です。しかしながら、
研究と現場の縦割りのなかで、課題が多いのが現
実です。研究の成果をアピールし、その普及に向
けて地方～中央の行政官への説明、土壌改良資材
の公平な製造、農民への技術指導が必要です。
貴重な成果が風化しないように、私は NGOを立
ち上げました。情報の共有化、発信の媒体として
WEBを持ち、また、農家配布用のパンフレット
づくりにも取り掛かっています。土壌改良資材の
品質、計画的な製造と流通、導入作物の選択、緑
化事業・砂漠化防止対策への応用、効率的な水利
用、中国国内の様々な資材を原料とした DS土壌
改良資材の改良、その効果の確認など多くの研究
課題も残されています。今後、中国においてアル
カリ土壌の改良を推進し、日本の技術協力の成果
が本当に役立つためには、分野を超えた支援体制
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づくりが必要と考えています。自治体や民間の
NPOも含めた様々な国際協力への支援がなけれ

ば、人口問題、環境問題、資源問題など様々な問
題は解決できません。



*電源開発株式会社経営企画部部長（地球環境担当）。東京大学工学部卒業。1975年電源開発㈱入社、1998年から地球温暖化問題に
関するリスクマネジメントを担当。オーストラリアおよびエクアドルにおける植林プロジェクトを実施。中南米を中心に他社プロ
ジェクトを CDM化してクレジットを取得する活動を推進中。自社開発の CDMプロジェクトを形成中。
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　地球温暖化につきましては、気候変動枠組条約
に基づく京都議定書があります。クリーン開発メ
カニズム（CDM）というのは、京都議定書が導
入したものです。
　本日は、私ども J-POWERがどのように CDM

に取り組んでいるか報告いたします。
　先ず、気候変動枠組条約は、80年代から地球
温暖化が大きな問題としてクローズアップされて
きた結果、世界がつくった初めての条約で、現在
189ヵ国が批准しており、1994年に発効いたしま
した。気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼす
こととならない水準において大気中の温室効果ガ
スの濃度を安定させることが究極的な目的です。
　温暖化問題は、非常に長い歴史の問題です。今
後長い時間をかけ、条約の目的である CO2濃度
の安定化をはかり、地球の温度上昇に歯止めをか
ける必要があります。これは実は、大変なことで
す。現在、CO2の排出量は非常に伸びていますが、
究極的には、現在の排出量の半分以下に抑えなけ
ればならず、長期的に大変な費用と努力を要しま
す。特に、発展途上国の CO2排出量が世界でも
大きな割合を占めてきましたので、先進国だけの
努力では実現しません。世界全体で CO2の排出
を抑えていかなければなりません。
　気候変動枠組条約第３条第３項には、怪しけれ
ば早く措置をとるべきとの予防措置の原則が記さ
れています。同時に、この条項には、気候変動に
対処するための政策措置は、可能な限り最小の費
用によって地球的規模で利益がもたらされるよう
に費用対効果の大きいものとする考慮を払うべき

ことも記されています。そうでなければ、条約の
目的を達成するような、気の遠くなるような対策
はとても実現できないからです。世界で最も安い
対策から順番に実施して行くのが一番だというこ
とです。
　これを実現するためには、二つの方法がありま
す。一つは炭素税、もう一つは排出権取引の導入
です。
　京都議定書は、排出権取引を選択し導入したと
いう点で、画期的なものです。もはや炭素税は選
択肢とはなりません。京都議定書のもう一つのポ
イントは、先進国全体の削減目標を設定したこと
です。基準年比で５％減らすというものです。も
ちろんこれは、ほんの最初の一歩にしか過ぎなく
て、最終的にはもっと大きな削減を、発展途上国
も含めて地球全体で達成しなければなりません。
　京都議定書は、今、第一約束期間である2008

年から12年の間のルールを決めています。この
間、日本は、６％排出を削減することを約束して
います。正確には京都議定書には日本の約束は
94％と書いてあって、94％を基準年排出量に掛け
たものを日本は排出枠として割り当てられます。
排出枠というのは「ここまで排出していいよ」と
いうものであり、排出権取引というのはこの排出
枠を取引するものです。排出権取引を行わなけれ
ば、日本は国内で6％排出を削減しなければなり
ませんが、排出権取引を利用すれば排出枠を増や
すことができ、国内で６％排出を削減しなければ
ならない訳ではありません。
　京都議定書には JIおよび CDMというのもあり

CDM の推進── J-POWER の挑戦──

野中 譲*
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ます。これは、プロジェクトベースで排出を減ら
したら、減らした分を排出枠として使えるクレ
ジットとして取引するもので、排出権取引の一種
です。京都議定書が導入した排出枠の取引、JIお
よび CDMの三つの排出権取引を総称して京都メ
カニズムと呼びます。京都議定書の約束を守るた
めには、国内で排出量を下げることも重要ですが、
京都メカニズムを使うことも同様に重要です。も
しも、排出量が排出枠より低ければ、差分は第二
約束期間の排出枠として繰り越せることになって
います。
　京都議定書は、先進国に、排出削減約束という
形で排出枠の初期割り当てを行っていますが、国
によって約束値は違います。この約束値は、政治
的に決定されたものです。そして、この約束を達
成するためのコストも国によって違います。目標
を達成するために最後に必要になる費用、限界コ
ストは、日本が世界で一番高いのではないかと言
われています。
　排出権取引を利用すれば、日本はもっと安い費
用で約束を達成することができます。日本は削減
費用の安い他の国に「もっと排出を削減してくれ」
と頼めばいいのです。相手国が自国の約束以上に
排出削減することを「いいよ」と言ってくれ、そ
の分日本が費用負担するならば、相手国は追加的
に削減を行い、その削減分に相当する排出枠を日
本に渡します。排出権取引は、相手国の削減コス
トが日本の削減コストと同じになるところまでや
るのが効率的です。これは、通常の財の需給モデ
ルと同じです。排出権価格は日本と相手国の限界
削減コストによって決まります。ここで重要なこ
とは、日本と相手国のトータルでみれば、排出権
取引を行っても排出枠のトータルは変わらず、両
国の排出量にはトータルでみれば影響がないこと
です。排出量は京都議定書によって各国に割り当
てられる排出枠のトータルで決まってしまうもの
であり、排出権取引とは直接関係がありません。
　京都メカニズムの効果を試算した例をみます

と、先進国の排出枠取引だけではなく、途上国と
の排出権取引である CDMを取り入れると、京都
議定書の目標達成コストが更に安くなることが判
ります。これが京都議定書の意図したことです。
　では、日本は京都メカニズムをどのように使う
べきなのでしょうか。答えは簡単で、世界の需給
関係で決まる排出権価格よりも国内対策コストが
安ければ国内対策を実施し、排出権価格よりも高
い国内対策は実施しないで排出権を買う。これが
いちばん効率的で、日本経済にとっても世界経済
にとっても良いことになります。現在、日本政府
は1.6％に限定して排出権を使うべきと言ってい
ますが、これでは目標を効率的に達成することは
できません。世界のマーケットをみると、実は、
結構、排出権は取引されています。日本は排出権
取引においてかなり遅れている状況にあります。
　次に CDMについてです。途上国は京都議定書
の約束値を持っていないため、CDMプロジェク
トによって確かに排出量が減ったことを確認する
必要があります。CDMによって移転されたクレ
ジットは先進国の排出を増やしますから、途上国
の排出削減が確実におこらないなら世界の排出量
が増えてしまうからです。この確認作業はなかな
か厄介であり、国際機関が認証しない限り、先進
国にクレジットを移転することはできません。実
は、その認証のために、費用、労力がかかり、
CDMはなかなか進まないのが現状です。
　CDMの特徴として、2000年以降の排出削減活
動に対してクレジットを発行できることがあげら
れます。一方、各国に割り当てられた排出枠を良
く見ると、ロシア、ウクライナ、東欧にはかなり
余剰の排出枠が生じると見込まれています。EU

に吸収された東欧を除くと、日本があてに出来る
排出枠の供給国はロシアとウクライナの２ヵ国で
すが、OPECと同じように供給調整が行われやす
いことが判ると思います。その対策としても日本
は、CDMに積極的になることが大切です。CDM

のプロジェクトは、ブラジル、インドにおいて大
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変に進んでいます。一方、中国はあまり進んでい
ません。実は、中国政府の承認を得るのが難しい
のが現状です。昨年、中国におけるクリーン開発
メカニズム事業運営管理暫定方法が中国政府に
よって発表されましたので、中国の CDM開発も
促進されることを期待しています。中国政府は、
重点分野として、エネルギー効率の向上、新エネ
ルギーと再生エネルギーの開発利用、メタン及び
炭酸ガスの回収利用を挙げています。また、内資
が100％の企業、または内資がメジャーを占める
企業だけが CDMを展開できることになっていま
す。さらに、クレジットの移転により獲得した利
益は中国政府と事業実施企業の所有となります。
ブラジルやインドでは、CDMは、マーケットに
任せて民間企業に自由に事業を実施させているの
と好対照です。
　当社（J-POWER）も、CDM事業を推進してい
ますが、中国ではほとんど進んでいません。他の
国では、事業への直接投資、クレジットの購入の
他、CDM事業形成の支援も行っています。これ
までに実施した投資型活動としては、植林事業、
バイオマス発電などがあります。また、まだ直接
投資するまでには至りませんが、メタン回収活動

にも力を入れています。クレジットを買い取るプ
ロジェクト、CDM事業形成の支援事業は中南米
を中心に進めています。
　私たちがプロジェクトを実施する場合、経済合
理性に則って行動します。京都メカニズムは私た
ちのこのような行動を通じて、京都議定書の目標
を達成するための活動が、世界規模で最小の費用
によって実施されるように誘導するものです。な
かでも CDMは、排出削減約束を持たない発展途
上国が、便益を享受しながら排出削減活動に参加
するという画期的なメカニズムです。CDMは日
本のメリットでもありますが、相手国のメリット
でもあり、ひいては世界全体のメリットでもある
ことを忘れるべきではありません。相手国の利益
はクレジットの販売収入だけでなく、技術移転に
もあります。そして、CDMはプロジェクトベー
スの活動ですので、先進的な日本の自治体のノウ
ハウを生かすチャンスでもあります。排出削減が
求められるあらゆる主体が経済合理的に目標を達
成するための手段として、また世界が協力して排
出削減を推進するための手段として私たちは
CDMに取組んでいます。



*株式会社八戸インテリジェントプラザ副所長。早稲田大学理工学部電気工学科卒業。1971年電源開発㈱入社2002年退社。電源開
発㈱において石炭火力発電の運転、保守、計画、建設に従事、なかでも環境技術開発に約10年従事。この間に、財発電設備技術検
査協会に出向し、水素エネルギーシステムであるWENETプロジェクトに従事。2002年、これまでの技術経験に基づき、八戸イン
テリジェントプラザの科学技術コーディネーターとして着任。
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　青森県では、エネルギー、環境エネルギーに関
する構造改革特区を提案し、進めております。「八
戸市民エネルギー会社」構想です。電力の特定供
給事業に係わる規制緩和を狙っています。正式に
は、「八戸地域新エネルギー等地域集中実証研究
事業」であり、通称「マイクログリット」と呼ば
れているシステムの実証試験を実施しています。
端的に言いますと、複数の自然エネルギーを光
ファイバーの情報技術、ITを用いて統合、管理
するシステムです。全て自然エネルギーで電気を
供給する約700万 kWの実験設備で、現在、建設
がほぼ終わり、今年の７月から３ヶ月の試運転に
は入り、平成19年度に試験が完了する予定です。
　八戸市は地域新エネルギービジョンを策定し、
マイクログリッドの実証試験を行うことで、６％
削減という努力目標値を明確に定めました。特区
の一つの目的は地域産業の興隆であることから、
八戸市の商工会議所を中心としての検討も進めま
した。新エネルギー会社を設立するための協議を
行う場として、「八戸市民エネルギー導入検討協
議会」を平成16年７月に設立し、平成17年５月
から、「八戸市民エネルギー事業化協議会」を設
立しました。
　「八戸市民エネルギー会社」は、エネルギーの
供給だけが目的ではありません。三つの目標があ
ります。一つ目は、安心・安全・快適、そして豊
かな街づくり。二つ目は、自然エネルギーを今以
上に利用すること。三つ目は、地域経済、雇用の
促進です。青森県は、非常に雇用環境が悪いため、

三つ目の目標には大変に真剣になっています。
　「マイクログリッド」は、一つの電力系統ライ
ンであり、この中に色々な分散電源を設置して、
この中にある病院など公共施設へ電力を供給しま
す。即ち、一般電気事業者である東北電力㈱を経
由しないで電気を直接、供給します。もちろん、
このバックアップ電源として、一般電気事業者の
絶大な協力が重要です。しかしながら、マイクロ
グリッドは小型ながら、その中に、既存のガスエ
ンジンなどベースになるものをつくり、電力の貯
蔵装置と組み合わせて電力をコントロールすると
ころに特徴があります。また、そのエリアの熱需
要への熱供給を行い、経済性効果を高める試みも
行っています。
　さらに、エネルギー供給だけの会社ではないこ
とを改めて強調したいと思います。ITにおける
光ファイバーをもっているために、インターネッ
トにおける色々な ITサービスが可能になります。
例えば、防犯カメラを街に設置することで街のセ
キュリティが向上し、災害時の情報など防災対策
も進みます。コミュニティビジネスに貢献できま
す。市民エネルギー会社を切り口としたコミュニ
ティが出現します。
　私たちは、ある地域に特殊解というのが存在す
るのではないかという考え方で検討を進めており
ます。つまり、小さいユニットを考えることによっ
て、大規模なスケールメリットではなく、標準化
した設備におけるコストダウン、あるいは安い電
気と高い電気を平準化して、現在の小売価格に競

八戸市分散型エネルギーシステム

毛利邦彦*
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合できる電力価格の設定、また、熱エネルギーを
地域全体で有効に使い合うシステムを検討してお
ります。現在、約11年で投資額を回収できる見
通しをえつつあります。
　事業化検討協議会では、現在、108社の参加を
えて、地球環境、街づくり、地域経済の活性化、
これらを複合化した情報交換を進める気運が盛り
上がっています。
　また、行政の指導も大事です。民間でいくら立
ち上げても、行政の手伝い、バックアップがなけ
れば上手く行きません。産・学・官及び市民の
パートナーシップの強化がこのプロジェクトの前
提として認識されています。そして、そのシステ
ムに対して、シンクタンクの機能をもつコーディ

ネーターが必要です。八戸市長が社長をつとめる
八戸市民インテリジェントプラザがこの役割を
担っています。
　ところで、発展途上国のエネルギー供給のため
に、マイクログリッドは役立つと思います。国に
よって経済の大きさは徐々に変わってきます。経
済がもし大きくなればそれに見合ってこのシステ
ムをふくらませば良いのです。自然エネルギーを
中心とした自給的なエネルギー供給という点でも
貢献できます。
　この実例を是非、日本の中で、八戸が最初に実
現し、この信頼性を証拠として、技術、システム
を提供することが必要ではないかと考えます。



*愛知大学経済学部教授。慶應義塾大学商学部卒業。主な研究分野は環境経済、エネルギー経済。「環境負荷の軽減及び最適配分を
実現する大都市近郊農村連携経済社会の制度設計と実施方策に関する研究」課題責任者、長野県上松町、下条村、山梨県高根村等
地域エネルギービジョン策定委員会委員長などを歴任。主な著書に、『エネルギー社会経済論の視点』（エネルギーフォーラム社、
2005年）、「ジャカルタにおける都市廃棄物処理」（愛知大学経済論集第166号）、「わが国からみる北朝鮮のエネルギー」（愛知大学
経済論集第167号）。
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背　景

　平成14年度から16年度にかけて環境省地球環
境研究総合推進費研究プロジェクトとして「環境
負荷の軽減及び最適配分を実現する大都市近郊農
村連携経済社会の制度設計と実施方策に関する研
究」を実施いたしました。
　本研究は、都市と農村の様々なシステム連携を
多面的に検討することにより、経済、エネルギー、
環境の最適バランスを求めることが目的です。経
済においては雇用の確保、所得の向上と都市農村
間の最適分配を求め、エネルギーにおいては廃棄
物など有機系資源のサーマルリサイクルによる供
給力の確保を求め、環境においては廃棄物処理、
農地環境の確保など地域の環境問題の解決のみな
らず、CO2の削減と吸収源の森林確保による地球
環境問題の解決への貢献を目指しています。
　本研究を実施するための手法として、社会余剰
を最大化する都市農村間構造を明らかにする都市
農村連携モデルを構築しました。本モデルは休耕
農地、森林などの土地利用に関するさまざまな
ケースを想定し、都市農村広域エリアにおける有
機系廃棄物のマテリアルリサイクル、サーマルリ
サイクル効果、雇用効果、CO2削減効果などに注
目しながら社会余剰を分析しました。なお、本モ
デルの構造は、愛知県、静岡県、長野県にまたが
り、天竜川流域の三遠南信地域の実態調査の成果
を反映しています。本研究を実施している最中に、
偶然、浜松市の天竜川流域地域大合併が実現した
ため、新浜松市実現による三遠南信地域に及ぼす

効果について本モデルによって明らかにいたしま
した。市町村合併と広域地域との関係の分析は、
やがて盛んになると思われる道州制議論にとって
も有益なものになると考えています。

発展途上国への適用

　発展途上国における都市農村の所得格差はその
発展途上国のみならず、世界全体に及ぶ問題です。
この解決のためには、先進国からの協力が不可欠
であると考えられます。環境問題の視点からも、
都市へ人口が集中し、過密化に起因する発展途上
国都市公害問題は発展途上国のみが責任を負う環
境問題ではなく、地球規模の環境問題として認識
されるべきです。発展途上国の都市部は、CO2削
減の温暖化防止対策と都市公害問題の同時解決と
いう重い荷を背負っています。
　これらの問題に対して、とくに、被害の増加速
度が速い現実を目にして、対症的な個別的な対策
が志向される傾向を辿ってきました。
　しかしながら、これらの問題の根本である都市
農村の所得格差は依然として、是正されないまま
となっています。
　このような現実を認識し、上述した都市農村連
携モデルによる都市農村を一つの広域ととらえる
範囲における検討により、個別性に基づく解決か
らの脱却をはかるべきではないかと考えられま
す。発展途上国では、被害が拡大していることか
ら、対症的解決方法あるいは直接的手段の有効性
を求めることは大切なことであることは否定すべ

環境負荷軽減を目指した都市農村連携研究

大澤正治*
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きではありません。その有効性を分析し、確認す
るためにも本モデルにより、視野を拡大した展望
をもつことが必要と考えられます。本モデルによ
る分析は、対症的解決とともに予防的解決の見通
しもえることになります。
　環境省地球環境研究総合推進費研究プロジェク
トにより構築した都市農村連携モデルを発展途上
国へ適用するためには、地域特性をふまえた構造
の修正をおこなう必要があります。
　このためには、適用しようとする地域の定量分
析、定性分析が必要です。
　わが国にとっては、本モデル構築の経験を提供
するとともに、地域特性をふまえた構造への修正
を発展途上国の適切なパートナーとともに実施す
ることが有効と考えられます。
　なお、発展途上国にとっては、本モデルを長期
経済計画、地域計画、環境計画として位置づける
道と、より具体的な廃棄物処理場、バイオマスプ
ラントの立地地点を選定するためのアプローチと
する道が考えられます。

都市農村連携モデル

　環境負荷、経済循環との関係を明らかにしなが
ら物質循環に焦点をあてているこのモデルを用い
た政策シミュレーションを通じて、都市農村の最
適な連携を目指した政策ミックスのあり方を求め
ました。土地利用と、いわゆる生産から消費まで
の動脈と消費以降の静脈の広域における物質循環
を管理することが広域における環境負荷の最適配
分を実現することを可能とし、これらに係わる政
策ミックスの実行により、地域個別における対策
では難しい環境負荷の軽減が可能となると考えら
れます。
　本モデルは、都市農村間の連携に配慮して、と
くに、都市農村間の経済、雇用の動きに連動する
有機廃棄物の循環、CO2吸収を担う森林の効果な
ど広域空間における環境負荷の配分、また、その
環境負荷を念頭に置き、有機廃棄物の移動に基づ

く環境対策を効率化する適切な空間配置と運搬パ
ターンの最適化を中心的な要素として含んでいま
す。そして、このモデルは、CO2排出の削減や正
の社会余剰を生み出すことの最大化を目的関数と
しています。このような観点からの環境対策と、
従来からの個別的な環境対策を組み合わせること
により、環境負荷は確実に軽減されます。
　このモデルによって、具体的に、１バイオマス
の社会的効果、２土地利用変化（とくに、休耕農
地をどのように活用すべきかの意思決定に注目し
ました）、３交通条件の変化、４環境税などの環
境政策の効果などを検討することができます。と
くに、適切で計画的な土地利用配置は、運搬量の
大幅な削減や環境負荷の減少を導くことができ、
このようなモデルの今後の地域計画における基本
的なツールとしての活用が待たれます。また、今
まで利用交通量によって評価していた地方部の道
路体系は、ともすると、現状が不便なためにその
存在意義が過小評価される懸念もあったが、この
ようなモデルにより、交通条件の改善が地域全体
に及ぼす影響を明らかにすることができ、将来を
見越した交通計画の最適化にも資することができ
ます。さらに、環境対策の組み合わせによる広域
地域経済の変化をも定量的に把握することが可能
となりますので、環境分野における政策評価とし
て有効であると言えます。例えば、環境税の影響
は、CO2排出の費用のパラメータを変えることで、
その効果の分析が可能となります。
　都市農村連携モデルを用いたシミュレーション
は、三遠南信地域を対象として実施し、様々な土
地利用政策を想定し、休耕農地をどのように土地
利用するか検討することによって、社会余剰の最
大化を求めることを目的としました。土地利用変
換のケース３つ（経済優先型、環境調和型、バラ
ンス型）の分析から、環境税課税効果と社会余剰
についての定量比較を行いました。また土地利用
変換により立地するバイオマスプラントや、環境
税導入の政策効果として生じる森林の新たな管理
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による環境負荷削減効果も定量的に把握しまし
た。社会余剰最大化に伴い、生産活動に必要な輸
送費用も最小化されることで地域空間の物流体系
を、地域内輸送量により評価いたしました。
　シミュレーションの結果、社会余剰と CO2削
減の関係を試算し、環境税導入により、経済と環
境の両立の可能性を示しました。

都市農村連携による環境負荷軽減のための 

政策ミックス

　従来、土地利用政策は都市あるいは農村の各々
の機能を個別に最大化することを目標とする傾向
があり、広域地域空間でみると、経済、環境対策
のインバランスを引き起こし、結果として、広域
地域全体へマイナスな効果を与え、地域の社会的
基盤あるいは人々の絆にも影響が及ぶこともしば
しばありました。
　本研究による都市農村連携モデルは、このよう
な状況を是正する方向を示すものです。とくに、

地球規模の環境対策を実施するためには、個別地
域における効果を単純に寄せ集めるのではなく、
３E（経済、環境、エネルギー）のバランスに配
慮しながら、トータルとしての効果を考えること
が重要です。
　さらに、考えておくべきことは、都市農村連携
モデルが示す海図を長期にわたって実現するため
の政策選択です。政策選択にとって、留意すべき
ことは、既存の各分野における複数の政策がもた
らす効果の相互関係を代替性、競合性から調整す
るとともに、短期と長期の調整、即ち、時間を軸
として調整することです。本研究の都市農村連携
モデルは、前者の調整を行うために役立ちますが、
後者の調整の方向を見極めるためには、さらなる
研究が必要となります。
　都市農村連携モデルをもとに、政策ミックスを
考える場合に、その地域固有性にとって、選択さ
れる政策の優先度は異なります。三遠南信地域に
おいては、農業、林業のウェイトが高いために、
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これら第一次産業の振興策と整合をとりながら、
天然自然の循環、なかでも、農業・林業廃棄物を
含めた有機系廃棄物の循環及び森林機能を活かす
政策に重点を置くべきと考えられます。
　また、政策をとりまく諸環境にとって、海図ど
おり進まないことも考えられます。このような政
策実行に関する不確実性に対する調整も必要とな
ります。不確実性は、時として外的要因に起因し
ます。従って、有事に備える予防対策、リスク分
散対策を内容とする政策が重要となります。しか
しながら、回避できる不確実性もあります。この
点を考えますと、政策そのものが人々に受け入れ
られるかどうかのパブリックアクセプタンス及び
情報管理そして開示と諸環境の変化に関する柔軟
性に関する政策が重要となります。さらに、各政
策が錯綜することを考えますと、利害社調整ある
いは公正さを確保するために、情報流通を重視す
るとともに、第三者機関のようなモニタリング及
びレフェリー機能の充実が要請されます。
　さらに、広域地域空間における政策選択特有の
配慮は空間内のバランスをとることと、閉鎖性を
避け、外に対する開放性を維持し、内外とのバラ
ンスをとることです。空間内のバランスのために
は、空間内部におけるながれを保つ流通と、内部
組織及び内部における配置に関わる政策が重要と
なります。流通は、都市農村連携モデルで取り扱っ
たながれだけではなく、文化のながれ、情報のな
がれも重要となります。内部組織に関しては、前
提として、構成員の権利と義務、責任を明確にす
ることが大切です。間接的手段である環境税の徴
収および使途、地域内での環境権取り引きは地域
全体として環境負荷を削減するために有力なメ
ニューですが、効果を発揮するためには、その権
利と義務・責任との明確な認識が不可欠です。ま
た、内部組織の有効な形態として、クラブ組織、
NPO組織の活用、また、組織間を円滑にする方
法としてエコマネーも有効なメニューです。
　なお、広域空間における責任を明確にすること

は、必ずしも、権利の調整を徹底化をはかる所有
権アプローチを志向することだけではありませ
ん。協同組合などを活用し、共有のルールを確立
すること、無所属の聖地ルールを確立することも、
裏返せば、権利を明確にすることに寄与します。
都市と農村の中間的位置として、グレーゾーンを
設定し、両機能にまたがる活用をはかることも重
要な政策と考えられます。
　最後に、これらの政策ミックスにおいて、前提
的に必要なことは、教育、情報流通など基盤的環
境対策によって社会の基礎を固め、人々、コミュ
ニティ、文化の自由と安定をはかりながら「協調」
を確立すること、パブリックセクターの新たな役
割を考えながら、市場競争の原理を導入し、「効率」
を確立すること、さらに、社会が持続するために
必要な「公正」を確かにすることであることを指
摘しておきたいと思います。

考　察

　わが国においては、地方分権の動き、技術、環
境対策の観点から都市農村連携の必要性が高まっ
ており、地球温暖化対策をこの広域地域空間レベ
ルでとらえることは、良いタイミングであると考
察できます。地球規模の温室効果ガス対策として、
規模の経済性を求めながら、社会に密着できる新
しいアプローチです。また、地球環境問題が地域
振興とともに地域環境問題と相乗的に解決される
と考えられます。
　本研究で開発した都市農村連携モデルは、都市
農村の連携に配慮して、とくに、都市農村間の経
済、雇用の動きに連動する有機系廃棄物の循環、
CO2吸収を担う森林の効果など広域空間における
環境負荷の配分、また、その環境負荷を念頭に置
き、有機廃棄物の移動に基づく環境対策を効率化
する適切な空間配置と運搬パターンの最適化を求
める構造に備えています。経済と環境の最適バラ
ンスを求めるために有効です。
　また、休耕農地の土地利用に注目して、広域的
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な範囲で総合的な視野から検討することによっ
て、環境問題への対応に結びつけたことは、都市
農村連携モデルを用いたシミュレーション分析に
よって初めて明らかとなることです。このことは、
有機系廃棄物処理の広域地域空間における配置を
明らかにするとともに、現実への貢献度は高いと
考えられます。
　一方、発展途上国都市公害問題への適用は、本

研究が所得格差是正効果を伴うために、発展途上
国にとって、実効的な貢献になりうると考えられ
ます。その際、従来に加えて広域行政も志向する
わが国自治体の経験は貴重です。ただし、発展途
上国においては、わが国ほどデータが整備されて
いないこともあり、これまでの研究体制をさらに
強化して国際協力に臨むことが期待されます。
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